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「移住議員」は地方議会・地方民主主義を救うのか 

「よそ者」が議会にもたらす可能性と課題 

伊藤 将人（国際大学 GLOCOM 研究員・講師）

地方議会はいま、二重の危機に直面している。第一

に、議員のなり手不足である。直近 4 年間（2019 年

5 月〜2023 年 4 月）に選挙を実施した全国 926 町村

のうち、254 町村（27.4%）が無投票、定数割れも 31

町村にのぼった。また、無投票を辛うじて回避しただ

けの自治体も多いこと、次の 4 年間で 3 分の 1 超が

無投票になる可能性も指摘されており、二元代表制

そのものの存続が一部の自治体で岐路に立っている

（全国町村議会議長会, 2024a）。 

第二に、議会における多様性の不足である。女性比

率は市議会 17.2%、町議会 12.7%、村議会 9.8%とな

っており、若手（49 歳以下）も市議会 17.6%、町議

会 9.9%、村議会 9.8%となっている(*1)。こうした実

態は、地域の利害や経験、何より住民の多様性が議会

に十分に反映されていないことを示しており、全国

町村議会議長会も、「多様な人材が議会に参画できる

ようにするためには、・・・志を抱く誰もが議員とし

て活躍できる環境を整備しなければならない（全国

町村議会議長会, 2024b）」としている。 

こうしたなかで近年、注目されつつあるのが、「地

方に移住し、議員になった人びと」、本稿でいうとこ

ろの移住議員である。ここでは、定年退職後の帰郷な

どではなく、比較的若い(*2)うちに UIJ ターン経験者

が地方議会議員として立候補・当選するケースを「移

住議員」と呼び、U ターン、I ターン、J ターン、転

職・起業・結婚・子育て等、さらには地域おこし協力

隊のような制度を活用した移住者が議員になるケー

ス（田口,2024）まで含む広い移動を射程に入れる(*3)。 

◆ 「よそ者」が議会に入ることの意味 

：ジンメルとシュッツから見る移住議員 

移住議員は、しばしば「新しい視点」「橋渡し

役」「若者参画」「議会改革の担い手」と期待される

(*4)。しかし、時折見られる救世主的な期待には筆

者は慎重な立場であり、むしろ移住議員を地方政治

が抱える構造的な歪みを可視化する存在として捉え

るべきだと考える。なぜなら、移住議員は、地域の

内側に住み、暮らし、税を負担しながら、同時に

「よそ者（stranger）」として見られ続けるという内

と外のねじれを引き受ける存在だからである。 

筆者の専門分野である社会学では、よそ者性への

着目をめぐる議論は古い。社会学者のゲオルグ・ジ

ンメルによれば、よそ者は、近くにいるが、どこか

遠い存在として共同体の境界を照らし出す

（Simmel, 1950［1908］）。また、同じく社会学者の

アルフレッド・シュッツは、よそ者が当たり前の前

提（関連性の体系）を再編せざるを得ない状況を描

き出している（Schütz , 1944）。移住議員が直面する

のは、まさにこの二重性(*5)である。地域の慣習や

規範・暗黙知に適応しつつ、しかし完全には同化で

きず、ときにしないことで客観性や独自性が保たれ

る。そうした特徴が、閉じた流動性の低い議会を破

る契機にもなれば、当人の消耗や対立の火種になる

こともある。 

◆ 移住議員はどう増えているのか：地域おこ

し協力隊・移住政策の副産物として 

 移住議員が関心を集める背景には、主に地方創生

以降の国-自治体が一体となった政策的移住促進

（伊藤,2025）の影響が少なからずある。なかでも、

地域おこし協力隊は象徴的である。任期終了後の同

一市町村内への定住率は 55.7%で、直近 5 年間

（2019 年 4 月１日〜2024 年 3 月 31 日）に任期終了

し、同一市町村内に定住した隊員 4,477 人のうち、

363 人は自治体職員、議員、集落支援員などの行政

関係に就業している（総務省,2025）。こうした人材

に対しては、外部視点で課題を把握でき、議会の多

様性確保に資するという評価も出ている。 

 ただし重要なのは、移住者の議員化が目的として

設計されてきたわけではなく、移住定住・地域協力

推進政策の帰結として、議会への参画が起きている

という事実である。この点は、政治家としてのキャ
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リアを意識して、当選しやすい地域に移り住んで立

候補する人もいる都道府県議会や国政との違いだろ

う。 

だからこそ、議会制度や地域社会に受け入れる土

壌や空気がなければ、移住議員は誕生しにくく、誕

生したとしても継続的にその役割を全うし続けるこ

とは難しい。実際、筆者らの聞き取り調査のなかで

も、地域おこし協力隊から町議会議員になったの

ち、関係性をうまく構築できず地域との関わりにも

疲れ心身を病んでしまったことで、一切の連絡を遮

断した移住議員もいるという話を聞いた。もちろ

ん、こうしたことは移住議員に限った話ではない

が、そこには期待や希望だけで語れない難しさが横

たわっていることは確かだろう。 

◆ 移住議員がもたらす効用 

：長期関係の政治、可視化、モデル効果 

では、実際、移住議員が現場にもたらす効用とは何

なのだろうか。ある移住議員は、当初「変なやつが来

た」と距離を取られたが、委員会や議会で質問・発言

を積み重ねることで評価が変わり、徐々に関係が縮

まっていったという。そこでは、学歴やキャリアより

も草刈りや日々の取り組みなどを通した関係性の積

み重ねで人を判断する側面が強く、公約よりも人間

性が見られるという特徴が聞かれた。 

また、移住議員は次の候補者を生むモデル効果を

持ちうる。「モデルとなる存在がいることで、目指す

気持ちにつながる」「多様な価値観を政治に入れてい

く存在が重要」といった語りは、議会の多様性を意識

する移住議員の姿と、従来の経路以外の入口が見え

にくい地方政治の現実を示している。 

なかには、自身が後押し役となり、新たな若手議員

や女性議員が擁立から当選へと至っているケースも

複数確認された。移住議員の価値は、新しい視点の導

入や政策アイデアと同じかそれ以上に、政治参加の

回路を可視化し、「自分もなれるかもしれない」とい

う可能性を地域内に増やすことにあるといえる。 

◆ ジェンダーと絡みあう移住議員の難しさ 

一方で、冒頭で記した通り、移住議員の実践は決し

てすべてが理想化され、期待に満ち溢れた物語では

ない。たとえば、移住者性はしばしばジェンダーと絡

み合い、批判が増幅されることもある。ある女性移住

議員は、自治会・町内会への説明や報告の場で「嫌味

を言われる」「威圧される」経験を語り、伝統的な性

別役割分業や地域政治をめぐりジェンダー化された

言動が、新たななり手の排除へとつながりうること

を示唆している。 

 また、「女性議員は子育てと議員活動の両立が大変

だと思う」「夫の勤務形態による部分が大きい」とい

った語りも聞かれており、政治参加が家庭内資源に

依らざるをえない現実も浮かび上がっている。 

ここで問うべきは、「移住議員は増えるべきか」と

いう単純な賛否ではない。増やす方向を目指すので

あれば、個人の多大な資源の持ち出しや孤立を前提

とした仕組みであってはならないだろう。なぜなら

前述の通り、移住議員が直面する課題は本人の問題

だけに留まる話ではなく、制度設計と地域の社会構

造の問題だからである。 

◆ 海外の論点：居住にもとづく政治的メン 

バーシップと代表性 

現在、調査している移住議員は日本国籍保持者・国

内移動者が中心だが、それは本質的に「どこに属する

のか」「誰が代表されるのか」という政治的メンバー

シップの問いに直結する。実際、海外では、国籍と参

政権を切り離し、居住を基礎に地方参政権を認める

議論と制度が展開されている。 

象徴的なのは、フランスである。フランス憲法は原

則として地方参政権をフランス国民と EU 市民に限

り、第三国国民は排除してきた。ところがブレクジッ

トにより、フランスで暮らし地方政治に関わってき

た英国人が「EU 市民ではなくなる」ことで、地方選

挙の投票・立候補権を失う（あるいは将来失う）とい

う事態が生じ、国籍中心主義を揺さぶる契機となっ

た。先行研究は、国籍よりも居住・代表・参加・包摂

の重要性を実証的に示し、政治的メンバーシップに

もとづく拡張的市民権の議論を後押ししている

（Ferbrache, 2019）。 

 こうした事例から、日本が直ちに外国人地方参政

権へ進むべきだと言いたいわけではない。問題提起

は別の点ある。それは、国内移動であれ国境を越える

移動であれ、流動性が高まる社会（Bauman, 2000）で、

「住むこと」と「決めること」をどう結び直すかがい

ま改めて地方政治・地方民主主義の本題になってい

る、という点だ。 

実際、別稿(*6)で論じた政府の「ふるさと住民登録

制度」構想は、関係人口や二拠点生活者が行政サービ

スを受けること、住民税の分割納税が都市自治体の

理解を得やすいことなど、居住と負担の再設計に踏

み込んだ議論を行ってきた。これは、従来の固定的・

非流動的な住民像ではなく、移動するモバイルな住

民像を前提に、市民／自治の単位を組み替えようと

する試みである。そうであれば当然、政治参加や代表
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の制度も、同じ地平で再設計の議論がなされていっ

てもおかしくはないだろう。 

◆ 移住議員から考える、 

これからの地方民主主義への 3つの提案 

 移住議員は、確実に地方議会に新たな風を吹か

し、ポジティブな影響を与えている。ただ、その存

在はなり手不足が深刻化する地方議会の危機に対す

る万能薬ではなく、むしろ、危機の所在を映し出す

診断装置と言うほうが正しいかもしれない。 

最後に、移住議員の今後と地方民主主義の在り方

について、以下の 3 点をオピニオンとして提案した

い。 

 1 つ目は、地方議員への入り口をより一層、開か

れたものにしていくことである。聞き取りから、移

住して議員になる・立候補するという決断は、意

欲・資源と、地域のゲートキーパーや支援者による

後押しの相互作用で決まる。政治的リクルート研究

でも、立候補は本人の「自発性」だけでなく、周囲

からの勧誘や推薦に大きく左右されることが繰り返

し指摘されてきた（Norris and Lovenduski 1995; Fox 

and Lawless 2005）たとえば、英国人の仏自治体参画

の事例でも市長から勧誘が典型であった（Ferbrache, 

2019）。従来のように自治会や町内会、集落の年長

者や地域団体の長を代表して立候補するのとは異な

る後押しの道筋をつくっていくことが求められるだ

ろう。 

 2 つ目は、地方議員で食える、もしくは地方議員

と他の仕事を両立できる条件を整えることである。

なり手不足対策で最も重要なのは、議員職を持続可

能な仕事にすることである。先行研究や全国町村議

会議長会も、短絡的な対策が悪循環を生むと警告し

つつも、報酬や制度面の再設計の必要を繰り返し述

べている。聞き取り調査でも、実家が離れた地域に

あることが多い移住者からは、子育てや出産時期の

議会へのオンライン参加を提案し、実現している人

もいた。こうした子育て・介護と政治の両立支援

（会議時間、オンライン活用、事務局支援、費用補

助）は、移住者に限らず、議会の多様性確保に向け

た前提条件である。 

3 つ目は複数拠点時代の代表を積極的に議論・構

想することである。二拠点居住や関係人口の拡大

は、地方政治の市民／住民像を揺さぶる。ここで重

要なのは、権利だけでなく責任と参加の設計であ

る。たとえば、二拠点住民が政策形成に関われる諮

問的な参加回路（各種会議体の設置やオンライン公

聴など）を整え、代表制と参加制を組み合わせると

いったことがありうる。移住議員は、その議論と構

想を先取りしている存在であり、地方議会を開いて

いくための視点と経験をもった存在なのである。 

 

 筆者は今後も移住議員の調査を継続し、その成果

を公表していく予定である。関連する取材やご相談

は随時受け付けているので、気軽にご連絡いただき

たい。 
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*1 朝日新聞（2023）「変わらない議会 変えるあなた 全

国 1788 地方議会調査」（最終閲覧,2026.1.3, 

https://www.asahi.com/special/chihogikai-diversity/ ） 

*2 筆者らの聞き取り調査では、対象を当選時に 49 歳以

下の人物としている。 
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「やむに已まれず」よそ者への期待感を示すけれども、

その基底には旧来のよそ者に対する警戒感や排除の気風

などが残存したままの地域の少なくないと思われ、実際

に地方へ訪問したよそ者たちが遭遇するホスト社会から

のリアクションはアンビヴァレンと（両義的）な、デリ

ケートなものとなりやすいとしてきする（徳田,2020: 181-

182. 
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